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[参考]免許返納者などへの助成

日常生活で必要な移動（買い物、通院など）を支援するため、また、運転免許証の自主返納を促進し、自動車
運転による事故を防ぐため、高齢者がタクシーを利用する場合の費用の一部を助成。

対象者
①聖籠町内に住所がある方
②満80歳以上の方
③運転免許証を保有していない方
④介護保険施設等に入所していない方
⑤次に掲げる助成を受けていない方
・聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成
・聖籠町じん臓機能障害者通院交通費助成
・聖籠町社会福祉協議会が実施するリフト付きタクシー利用料金助成

助成内容
タクシーを利用した際に使用できる利用助成券を交付します。
・助成額 700円（1枚あたり） ※お釣りは出ません。
・交付枚数 年間で最大24枚（1月あたり2枚）

申請者
290人（９/26現在） 80歳以上人数1,118人 申請率25.9％

聖籠町高齢者タクシー利用料金助成事業（H31.4～）

http://www.town.seiro.niigata.jp/


［参考］高齢者の移動手段の確保が課題②
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http://www.town.seiro.niigata.jp/

